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砕石事業者等への指導に関する陳情 

 

砕石事業者が起因する周辺環境の悪化による地域住民へ影響は大きなものと

なっており、健康被害が懸念され地域住民の生活が脅かされている。 

ついては、地域住民がより安全・安心な生活を送るためには、砕石事業者の理

解と忠実な事業運営並びに砕石工場における機械設備等の早急な対策と改善が

必要であることから、砕石関係事業者等へ許認可に係る申請時も含め、行政指導

の徹底を求めるため陳情するものである。 

 

理 由 

当地域では、以前から問題となっている大型トラック等による砕石運搬時や各

社砕石工場の施設条件不備による騒音・粉塵・水質汚濁などによる周辺環境への

被害が、悪化しており、地域住民の居住地まで被害が拡大しているため、地域住

民の健康被害が懸念されているところである。 

また、地域の農業においては、特に水田においては水利の関係から汚濁された

水を利用するしかなく栽培・生産に支障をきたしており、風評被害などが予想さ

れ、経済面において打撃を受けているところである。 

このような中、先般、大型トラックが砕石を公道約４ｋｍにわたり飛散させな

がら運搬した事象があり、原因として砕石事業者による砕石積込時及び運搬者に

よる確認作業の怠り、もしくは過積載であったことが想定される。 

このような現状の中においては、地域として砕石事業に対し、到底理解できる

ものではないと考えている。 

ついては、周辺環境への被害を無くし、地域の豊かな自然と地域住民が穏やか

に安心できるくらしを取り戻していきたいと考えている。 
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